
平成２２年度 町政執行方針 

 

 平成２２年第１回定例会の開会にあたり、一般会計予算案 
及び各特別会計予算案とこれら予算案に関連する諸議案を提 
出し、町政執行に関する私の所信と予算編成の概要について 
申し上げ、町議会並びに町民各位の一層のご理解とご協力を 
賜りたいと存じます。 
 
 
 
 私は、昨年の新町誕生に伴う町長選挙において町民の皆さまの深いご理解とご支援を賜り、

町政を担当させていただきましてから早や４カ月を経過しようとしております。 
 この間、昨年１２月７日から本年の１月２６日までに町内２６会場で２８の自治会を対象

とした地域づくり懇談会を開催し、皆さまのご意見・ご要望を直接お聞きする機会をいただ

きました。特に湧別地区につきましては、私にとっては、初めての懇談会でしたが、町政に

対しまして様々な角度から、多くの貴重なご意見をお聞きしたところでございます。 
本年度の「新湧別町」の予算編成に当たりましては、地域づくり懇談会でのご要望を最大限

尊重させていただいたところでございます。 
わが国の財政は、欧米の金融危機の影響により世界的な景気後退を受けて税収が大きく減少

するなかで、国・地方を合わせた債務残高が平成２２年度末には、８６２兆円に達すると見

込まれるなど、極めて厳しい状況にあります。 
このような中で、国の本年度の予算については、「国民生活が第一」「コンクリートから人へ」

の理念のもと、国民生活に安心と活力をもたらす施策を充実させた「いのちを守るための予

算」とし資源配分を大胆に見直し、予算の全面的な組替えを行っております。 
 この方針に基づいて編成された一般会計の予算規模は、前年度比４．２％増の９２兆２，

９９２億円としており、社会保障費や地方交付税などの増大を受けて４年連続の増加となっ

ており、政策的経費である一般歳出の規模は、前年度比３．３％増の５３兆４，５４２億円

となっています。 
公共事業関連費が「コンクリートから人へ」の理念を踏まえた大型公共事業の見直しにより

１８．３％減となっておりますが、子ども手当の支給等により社会保障関連費が９．８％増

となるほか、「経済危機対応・地域活性化予備費」の新設や「非特定議決国庫債務負担行為限

度額」の設定により、景気対策経費の増加が見込まれております。 
 本年度の地方財政計画の全体規模は、前年度比０．５％減の８２兆１，２００億円ですが、

公債費を除く一般歳出は、０．２％増の６６兆３，２００億円と見込まれております。 
 地方財政対策としては、国税や地方税収の落ち込みに対し地方財政の所要の財源を確保す

ることとし、地域ニーズに適切に応えられるよう当面の地方単独事業等の実施に必要な歳出

として、地方財政計画の歳出に「地域活性化・雇用等臨時特例費（仮称）」が新設されるなど、



地域における安全安心の確保や地域活性化に向けた事業を円滑に実施することができるよう、

地方財源の充実に配慮されることになりました。 
こうしたなか、本年度予算につきましては、合併後はじめての本格的統一予算となることか

ら、合併協議会において確認いただいた「新町まちづくりビジョン」と事務事業の調整方針

を尊重しつつ、一体感のある予算編成を行ったところでございます。 
 私は、このような歴史的な節目を迎え、厳しい変革の時代こそが、未来を創造する絶好の

機会としてとらえています。従前の考え方や仕組みにとらわれることのない柔軟な発想と強

固な意志をもち、町民の皆さまと一丸となって活力あふれる地域の創造に向けて、山積する

課題に取り組む覚悟であります。 
湧別町は、みどり豊かな自然と肥沃な農地、そして資源豊かなオホーツク海とサロマ湖を有

し、温かな人情と互いに助け合う絆が開拓の時代から現在まで育まれております。 
この恵まれた自然と、誇りある歴史と伝統を最大限に活用しながら、私が掲げている次の５

つの目標を堅持し努力してまいりたいと考えております。 
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この５つの目標実現のため、限られた財源を重点的かつ効率的に配分し、町民の福祉につな

がる施策を優先させて予算編成をいたしたところでありますので、皆さまのさらなるご協力

をお願いするところであります。 
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 町民の生命・財産を守ることは、行政の責務であります。そのためには、防災対策の充実

はもとより、ライフラインであります上下水道や道路などの整備に努め、環境衛生の充実を

図ってまいります。 
 地球温暖化防止と環境への負荷の少ないクリーンエネルギーの普及促進を図るため、町民

が設置する太陽光発電システム設置費用の一部を補助し、環境にやさしいまちづくりに取り

組んでまいります。 
 快適で安心して暮らせる生活環境の形成は、町民の願いでもあります。特に住環境の整備

は重要な課題として継続的に取り組んでいく必要があります。 
 公営住宅の整備につきましては、これまで上湧別地区では老朽化した泉団地の全面的改善

工事を行ってまいりました。昨年度までに、泉団地７号棟、８号棟と９号棟の３棟１２戸の

全面改善を終えております。本年度は、泉団地１０号棟と１１号棟の２棟８戸の内装及び外

部の全面的改善工事を行うとともに、同団地１２号棟から１６号棟までの全面的改善実施設

計を行い、来年度以降も事業の継続を図ってまいりたいと考えております。 
 開盛団地におきましては、個別改善事業による水洗化を行うため１号棟から３号棟までの

１２戸分の実施設計と、浄化槽設置工事を実施してまいります。 
 湧別地区における公営住宅の整備につきましては、昨年度までに緑町団地の建替えが終了

しましたので、曙町団地を本年度から上湧別地区の泉団地と同様に全面的改善事業による工

事を２棟８戸実施してまいります。 
 また、建替え計画のない緑町団地の３棟１１戸は、外壁塗装により団地全体の美観の確保

と建物の劣化防止を図ってまいります。 
 本町の定住促進の施策を実現するためには、宅地分譲を計画的に進めていくことが重要で

あると考えております。上湧別地区では、中湧別西団地は５区画のうち残り１区画となり、

屯田南団地は６区画のうち残り５区画となっております。５の３パークタウンも残り１区画

となっております。 
 また、湧別地区では錦町の美園団地で１８区画のうち残り ２区画となり、栄町の第２は

まなす団地では８区画のうち残り５区画となっております。一昨年分譲した芭露分譲地では

３区画のうち残り１区画で、かおる団地では４区画のうち残り３区画となっております。新

町での定住対策につきましては、新築の場合５０万円、町内の建築業者による施工で１００

万円が加算される補助制度を設けておりますので、完売するようＰＲに一層努めてまいりま

す。 
 昭和５６年以前に建築された町内全体の住宅や建築物の耐震化への取組みを行っていくた

めに、新町における「耐震改修促進計画」の策定に向けた業務委託を実施してまいります。

この計画は、上湧別地区におきましては平成１９年度に策定されておりますが、湧別地区は

策定されておりませんでしたので、本年度、新町として統一した計画を策定し耐震化に向け

た具体的な施策展開を図ることとしております。 
公共下水道事業につきましては、供用開始以来、加入促進に努めており、昨年度までの供用



 

区域内２，７０７戸のうち、１，８４３戸が整備され、普及率は６８．１％となりました。

湧別地区につきましては、昨年度で下水道管路の整備を終えておりますが、上湧別地区では

本年度の下水道管路整備延長は、３１０メートルの施工を予定しており、新たに２１戸ほど

が利用できるよう計画してまいります。 
登栄床地区の漁業集落排水施設事業につきましては、平成９年度から供用を開始しておりま

す。区域内戸数１３１戸のうち１２９戸の整備であり９８．５％の普及率となっており、安

心してご利用いただけるよう適切な維持管理を行ってまいります。 
 下水道区域外の水洗化などの水処理につきましては、上湧別地区では平成１６年度から実

施しております合併処理浄化槽設置整備事業は、区域内５８５戸のうち８６戸の整備であり、

１４．７％の普及率となっており本年度も継続して１０基を補助することで計画してまいり

ます。 
湧別地区で平成１３年度から実施しております個別排水処理施設整備事業につきましては、

区域内６４３戸のうち２２６戸の整備であり３５．２％の普及率となっており、本年度も継

続して２０基を整備する計画としております。 
 道路整備につきましては、３路線の実施を予定しております。このことにより、町道の改

良延長は３３１．５キロメートルとなり、改良率は６２．４％に、舗装延長は２６５．４キ

ロメートルで舗装率５０．０％となります。 
 冬期間における除雪作業は、効率よく敏速に行えるよう町有車両と民間委託により実施を

してまいります。 
 水道事業につきましては、安心して利用できる水道水の供給に努めてまいります。さらに

運営にあたっては、未利用者への加入を促進し、普及率の向上を図ってまいります。 
 湧別簡易水道につきましては、上水道である湧別町水道事業への統合を行う必要がありま

す。また、川西簡易水道及びび開盛簡易水道については、今後水道事業への会計統合により

国が進める１町１水道とするため、３つの簡易水道の資産評価業務委託費を計上しておりま

す。 
開盛地区の簡易水道事業につきましては、引続き遠軽町からの分水により水道水の安定供給

を図ってまいります。 
 営農用水を利用している町内４地区の水道利用組合は、健全な自主運営がなされておりま

す。主な施設の保守点検や修繕、浄水の水質検査費用など、必要な経費については、町費で

継続して対応することとしております。 
 本町は、オホーツク海、サロマ湖、湧別川などの豊かな自然環境に恵まれ、そのなかで町

民が生活し基幹産業である農林水産業が営まれている、自然と共生する町であります。この

恵まれた自然環境を守り育んでいくため、日々の生活で省エネに心がけるとともに、環境に

負荷の少ない循環型社会の確立に全町上げて取り組んでいかなければなりません。 
 ごみの収集・処理につきましては、自治会や町民の皆さまとの協働によりこれまで取り進

めてまいりました。これからも、ごみの減量化と分別の徹底、省資源、リサイクル意識の向

上に向け、全町民の継続的な取組みにつながるよう啓発に努めてまいります。合併により２

カ所となりました廃棄物処理場につきましては、適正な管理運営を行い施設の延命を図って



 

まいります。 
 また、ごみのポイ捨てや不法投棄に対しましては、「オホーツク自然の守人宣言」に基づき

地域団体や企業と共に取組みの輪を広げ、不法投棄パトロールを実施するなど、違法行為に

対しては厳しい姿勢で対処してまいります。 
 悪臭や汚水などへの対策につきましては、これまで湧別地区に設置しておりました「水質

保全対策協議会」を全町に広げ監視体制を強化するとともに、関係機関と連携して改善に努

めてまいります。 
防犯、交通安全対策につきましては、安全な地域社会実現のため制定しております「安全で

安心なまちづくり条例」を基本とした取組みを推進することとし、これまで各防犯協会単位

で活動しておりました「防犯・暴力追放運動」は、上湧別地区で実施しております「安心の

まちづくり協議会」に統合し、全町的に運動を推進してまいります。 
 道内の交通事故は、年々減少傾向にありますが、町内では昨年度３名もの尊い命が失われ

るという残念な結果となりました。さらなる交通事故抑止に向け、交通安全推進委員会や交

通安全協会など関係機関と連携を取りながら、街頭啓発や各種交通安全教室を開催するとと

もに、交通ルールを守り正しいマナーを実践するよう町民の啓蒙に努めてまいります。 
民間バス路線が廃止された上芭露・遠軽線につきましては、昨年１０月より「乗合ハイヤー」

による試験運行を行ってまいりましたが、利用状況も良好で地域住民からの評判も良いこと

から、本年４月より本運行に移行し有料化することといたしました。 
 また、湧網線代替バスにつきましても、本年９月末で運行廃止が予定されておりますので、

廃止後の町民の交通手段確保のため町営バスの運行について、現在、庁舎内で検討を進めて

おりますが、あわせて全町的な公共交通体系についても総合的に見直しを進めてまいります。 
 高齢者の通院・買い物などの足確保を目的に、昨年１月より試験運行を続けてまいりまし

た「町内循環バス」につきましては、町内各地域より運行の要望をいただいております。本

町の高齢化の状況を考えますと、交通弱者に対する交通手段の確保が緊急の課題となってお

りますので、本年４月からは運行地域を拡大し、さらに半年程度試験運行を行い、その結果

を踏まえ本運行への移行が可能かどうか検討していきたいと考えております。 
テレビの地上放送のデジタル化に伴い、平成２３年７月にアナログ放送が終了することに

なっております。 
 昨年度、上芭露地区において大規模な共聴施設の整備を行い難視聴地区の解消に努めてま

いりました。 
 富美・上富美地区は、地上デジタル放送の「新たな難視聴地区」になっており、解消のた

めに簡易中継施設を整備する必要があります。本年度は、対象戸数約６０戸に対する放送受

信施設の整備に努めてまいります。また、地形等の影響により部分的に受信できない地区に

対しては、高性能アンテナ等の整備を行い、全町的に地上デジタル放送が受信できる環境整

備に努めてまいります。 
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 湧別町は、豊かな自然資源に恵まれ、農林水産業の第一次産業を基幹産業として発展をし

てきました。 
この町の経済的発展と町民の皆さまの豊かな生活を確保し、自然にやさしく活力あるまちづ

くりを推進するためには、基盤となる地域産業の活性化に向けて、積極的に取り組むことが

必要と考えております。 
農業につきましては、先人のたゆみない努力の積み重ねによって生産性の高い、経営を展開

し発展してきたものと思っております。しかし、近年は、担い手農家の減少や高齢化、さら

に農畜産物価格の低迷などで厳しい状況が続いております。 
特に昨年は、低温・長雨・日照不足などの影響により、基幹作物にも被害を受け、農業収入

に大きな影響を受けたところであります。 
いま、日本の食糧自給率は４０％といわれ、将来にわたり食料を安定的に供給できる農業を

育成していくことは、地域にとっても、また国にとっても重要な課題であります。 
しかし、貿易の自由化交渉や経済連携協定（EPA）において日本とオーストラリアの本格的

な交渉を控え、交渉の結果によっては、北海道の農業の主要品目が大きな打撃を受けるとと

もに、地域経済に大きな影響を及ぼすことが懸念されておりますので、道や農業団体等と連

携した取組みを行ってまいります。 
私は、このような情勢のなか、地域農業の安定持続的な発展を図るべく、総合的な振興策を

講じてまいりたいと考えております。 
畑作及び酪農等の振興につきましては、農用地及び用排水路の農業基盤整備の計画的な実施

が必要でありますので、本年度より工事着工の東地区国営造成施設整備事業等によって進め

てまいります。 
また、本年度から着工予定でありました、兵村地区国営かんがい排水事業につきましては早

期に実施ができますよう関係機関への要請を行ってまいります。 
 昨年は、近年にない冷湿害による農作物の被害が大きかったことから、資金対応として、

冷湿害自立安定資金を設け、両農協から融資を受けた農業者に対し資金の借り入れに係る利

子の一部を助成することとしました。 
さらに、冷湿害の対策として昨年度、湧別町農協が助成している南瓜とスィートコーンの種

子代の一部を助成してまいります。 
また、上湧別地区で実施しています独自の事業のうち、えんゆう農協が実施している、認定

農業者経営強化資金（E 資金）や認定農業者農用地取得資金（F 資金）についても、事業期

間内において助成を継続してまいります。 
上湧別地区で実施しております、畑地かんがいの受益組織である「上湧別水利組合」の健全

な運営と施設の適正な管理が必要でありますので、引続き支援を行ってまいります。 
農業の振興には、関係機関の連携が必要なことから、上湧別地区の組織である「農業振興協

議会」と湧別地区の「農業推進協議会」を統合して農産物の圃場試験や後継者対策を実施し

ていくこととしております。 



 

 また、この協議会の中で玉葱や流氷トウモロコシなど、特産農産物のＰＲ活動への支援も

実施してまいります。担い手である農業後継者の育成確保にパートナー対策が重要でありま

すので、農業青年と京都市の女性との交流会も継続してまいります。 
 酪農及び畜産につきましては、町内農業生産の主たる部門であり防疫対策が重要でありま

す。上湧別地区と湧別地区の家畜防疫組合を統合し予防事業を実施してまいります。 
また、酪農経営においては、規模拡大などによる飼料の確保や施設の整備が必要となってお

ります。上湧別地区、湧別地区の２地区で実施しております公社営畜産担い手育成総合整備

事業は、施設整備と草地整備を継続してまいります。さらに、町の牧場であります旭牧場に

つきましては、草地を整備してから２０年が経過しておりますので、この公社営事業を活用

し、本年度から草地更新をすることとしました。湧別地区の牧野につきましては、牧野衛生

対策や牧野基盤確立対策について支援をしてまいります。 
また、これまで町が管理してきました上湧別地区の牧場につきましては、本年度からえんゆ

う農協に管理していただくこととしております。 
この他、酪農関係につきましては、乳牛検定組合や酪農ヘルパー組合への助成も継続してま

いりますし、上湧別地区の酪農組合や湧別地区の防疫車協議会についても引続き助成してま

いります。 
林業につきましては、本町基幹産業の一翼を担うとともに、自然環境保全や森林のもつ多面

的な機能から重要であります。輸入木材から国内産木材へ見直しがなされ、木材市況は若干

の上昇傾向にありますが、依然として厳しい経営環境にあります。 
民有林振興のため、遠軽地区森林組合と連携し、「森林整備地域活動支援交付金事業」や「２

１世紀北の森づくり推進事業」など有利な補助制度を活用するとともに、町単独事業の民有

林造林推進事業を継続して助成を行い、民有林の造林や保育などに対して支援してまいりま

す。 
また、本町の基本財産であります町有林につきましては、森林施業計画に基づき、適正に管

理を行い、計画的な処分と保育事業を実施してまいります。 
昨年度より実施してまいりました東芭露、西芭露連絡線の林道整備は、引続き行ってまいり

ます。 
近年、エゾシカの個体数が年々増加してきており、山間の地域では農作物の被害が多発して

いることから、本年度からエゾシカの農業被害防止対策として、農家が実施する畑の周りに

設置する電気牧柵設置に対し補助を行うとともに、猟友会の協力を得て有害鳥獣の捕獲を実

施してまいります。 
「新湧別町」が誕生したことを記念し、ミズナラを植樹する開町記念植樹祭を実施してまい

ります。百年、二百年と子々孫々まで記念樹として、保存されることを望むものであります。 
商工業につきましては、景気の低迷により大変厳しい状況となっており、景気の低迷は長期

化するものと危惧されております。 
 このような極めて厳しい状況に加えて、日常生活圏の拡大や人口の減少により地元での消

費購買力が減少しており、安定した経営を持続するためには、地域経済を主導する商工会の

役割が大変重要なものとなっております。 



 

 このようなことから、上湧別町商工会及び湧別町商工会が行う小規模事業者指導事業に対

して補助を行うとともに、両商工会が行う商工業振興事業に対して支援をしてまいります。

さらに、消費流出防止対策として実施されるプレミアム付き商品券の発行に対しましても助

成を行い、商工業の振興に努めてまいります。 
 また、商工業の経営安定のために上湧別地区で実施しておりました中小企業融資事業は、

新規に全町を対象として融資枠を拡大し、利子補給を継続してまいります。 
さらに、産業振興と雇用機会の拡大を図るため産業振興条例を制定しておりますので、今後

においても幅広い活用が図られるよう期待しているものであります。 
観光事業につきましては、北海道の花観光地として定着しておりますチューリップ公園には、

国内をはじめ海外から訪れる多くの観光客からも好評を得ております。 
チューリップをハート型に植えたり、アート花壇付近などをキャンドル等で夜間ライトアッ

プする日を設けたり、協賛イベントの募集や町内の飲食店では、チューリップフェア期間限

定メニューの取組みなど、集客に向けた対策に取り組んでまいります。 
町内には、オホーツク海、サロマ湖、ファミリー愛ランドユー、チューリップ公園、チュー

リップの湯、リバーサイドゴルフ場、五鹿山公園、計呂地交通公園などの観光施設としらか

ば、レイクパレスなどの宿泊施設等もあることから、これらの施設の相互活用、連携を図り、

町全体で通年観光をめざすための方策を検討してまいります。 
 本町の観光の案内役としての観光協会につきましては、両地区に観光協会があることから、

観光全般にわたって町と両観光協会が提携を深め、一層の観光振興を図ってまいります。 
 町内で開催されております各イベントは、開催時期が集中したり、内容のマンネリ化が指

摘されていることから、各イベントの効果的な開催を検討してまいります。 
 労働対策につきましては、景気の低迷や公共事業の減少により、雇用情勢はさらに厳しい

状況となっております。このため、公共職業安定所や各企業と連携し、就労の場の拡大を図

るとともに、湧別地方共同職業訓練協会への助成を行い、勤労者の基礎技術取得による雇用

安定に向けた支援をしてまいります。 
 また、冬期間失業者への雇用対策として冬期就労事業の委託を行うなど、勤労者の生活安

定に向けた支援を継続してまいります。 
漁業につきましては、湧別漁協等と連携を図りながら、基幹産業の一役を担う水産業の振興

と経営の安定に努めてまいります。 
湧別漁港については、漁船の安全な航行を推進するため、外郭施設の整備を実施いたします。 
丁寧船揚場については、漁船の離着岸、安全な航路航行を推進するため、船揚場周辺の浚渫

に対して補助してまいります。 
登栄床水産加工場については、産業廃棄物の排出抑制及び循環資源の利用を促進し、環境へ

の負荷が少ない持続的な発展が可能な循環型社会を形成することをめざし、加工場から排出

される汚泥の減量化、リサイクルを目的とした脱水装置の導入に係る経費に対して補助をし

てまいります。 
また、サロマ湖においてホタテ・カキ等の増養殖施設を流氷から守る防氷堤「アイスブーム」

が昨年度に完成し、本年度より北海道が漁港管理者となり、地元による運用が開始となりま



 

す。このアイスブームは、サロマ湖地域の基幹産業である「つくり育てる漁業」の根幹であ

る漁業施設を守る極めて重要な施設であることから、北見市、佐呂間町と連携のもと施設運

用に対して補助をしてまいります。 
今後においても漁港の計画的な基盤整備について、国・道に対し強力に要請活動を行ってま

いります。 
 



 

β∆Ǯ⃰Ǣș ǟȒȅǨǬǖȑ

  
 少子化と高齢化がますます進行していくなかで、町民の皆さまが健康を維持し、住み慣れ

た地域でいつまでも安心して暮らすことのできるまちづくりは、私に課せられた最大の責務

であります。 
町民一人ひとりが生涯を健康でより充実した生活をおくることができるよう、関係団体との

連携のもと、心がかよう福祉と健康づくりを推進し、「健康で幸せを感じるまちづくり」の実

現をめざしてまいります。 
 心身に障がいがある方々に対しての福祉サービスにつきましては、住み慣れた地域で自立

した生活をおくることができるよう、障がい者の地域生活に必要な各種事業の充実に努めて

まいります。 
 国・道の補助を受けて運営されております、障がい者通所施設「地域活動支援センターＴ

ｏｎＤｅｎ（とんでん）」につきましては、今後とも遠軽地区３町で支援を継続してまいりま

すが、本町といたしましても老朽化している施設の床改修工事を実施するなど、通所者の自

立に向け協力してまいりたいと考えております。 
 高齢者福祉でありますが、本年１月１日現在の本町の６５歳以上の人口は、３，２８２人

でいわゆる高齢化率は３２．０％となっており、７０歳以上人口も２，５３９人で、総人口

に占める割合は２４．８％となっています。 
平成２０年１０月１日現在の高齢化率は、全国平均で２２．１％であり、北海道は２３．６％

であることから、本町の高齢化率は、非常に高い状況となっております。 
 このことは、高齢者福祉のみならず社会保障全般に大きな影響をもたらすことになります

が、すべての高齢者が主体性をもち、社会の一員としていろいろな活動に参加する機会が保

障され、人としての尊厳が重んじられ自立した日常生活がおくられるよう、第４期高齢者福

祉計画及び介護保険事業計画を、合併前の２町の事業計画書を基本として策定いたしました。 
この計画に基づき、自らの選択により介護サービスや各種の福祉サービスを利用できる環境

づくりなど、高齢者に配慮した施策の推進に努めてまいります。 
特に、高齢者の方々に対する在宅生活の自立支援事業でありますが、湧別町社会福祉協議会

への委託事業として、上湧別地区で実施しております「生きがい対応型デイサービス事業」

を本年度、湧別地区にも拡大するとともに、ひとり暮らし高齢者等への給食サービス事業の

上湧別地区への拡大について補助をしてまいります。 
 介護保険料につきましては、昨年度からの第４期計画では、基準保険料月額が上湧別地区

では３，２００円、湧別地区では２，８００円となっておりましたが、合併協議会において

本年度より統一することで確認されておりました。 
今後２年間の介護サービス給付費の動向を見込み試算したところ、月額３，２００円程度の

保険料となりますが、介護保険給付準備基金からの繰入により、基準保険料をこれまでの湧

別地区と同額の月額２，８００円に抑えることといたしました。 
 介護予防事業につきましては、支援が必要となるおそれのある高齢者を早期に把握し、機

能低下の予防及び維持を図るなど、高齢者自身が自立して安心した生活ができる環境づくり



 

が重要であります。そのため、高齢者等の総合相談窓口である地域包括支援センターを核と

して、各関係機関・団体とも協力しながら、健康講座や介護予防事業の充実に努めてまいり

ます。 
要支援・要介護者の数は、緩やかに増加する傾向にあります。その一方で、介護療養型医療

施設、医療保険適用の療養病床は廃止・削減の方向にあり、受け皿となる介護保険施設サー

ビスの基盤整備が求められております。 
このような状況に対処するため、上湧別地区においては特別養護老人ホーム湧愛園の大規模

改修事業が平成２０年度より年次計画により実施されており、引続き上湧別福祉会への助成

を行ってまいります。本年度事業分としては、個室ユニット型居室２０床の増築工事が行わ

れ、引続き平成２３年度には既存施設の大規模改修工事が予定されております。 
また、介護基盤の整備としまして、民間事業者による認知症高齢者グループホーム１ユニッ

ト定員９名の増床事業への支援を行ってまいります。 
 国民健康保険事業でありますが、本町においては一人当たりの医療費が全道平均を下回っ

ており、安定傾向にありますが、引続き総合健診及び各種がん検診をはじめ保健予防事業を

推進するとともに、専門職員によるレセプト点検や定期的な医療費通知を継続し、医療費の

適正化に努めてまいります。 
 一方、国民健康保険税につきましては、資産割を除いた３方式への見直しが合併協議会に

おいて確認されているところから、応能割は所得割のみとし、応益割は均等割と平等割によ

り税額の仮算定を行っております。 
なお、今議会におきまして提案しております国民健康保険特別会計予算の税収につきまして

は、平成２１年分の所得が確定していないことから、暫定的なものとなっております。今後

の医療費の動向及び所得の確定によりましては、さらなる国保税率の改定が必要になってく

る場合もあろうかと考えておりますので、その際には改めてご協議させていただきます。 
 高齢者の医療制度につきましては、平成２０年４月より従来の老人保健法に替わり７５歳

以上の高齢者を対象とした「後期高齢者医療制度」が創設されました。国の政権交代により

制度の改廃が議論されておりますが、本年度においてはこれまでと同様の制度で運営される

ことから、引続き制度内容のＰＲに一層努め、町民の方々のための窓口として保険料の徴収、

各種申請や届出の受付及び被保険者証の引渡しなど適正な運営に努めてまいります。 
 町内の医療機関につきましては、公的医療機関である「ゆうゆう厚生クリニック」と入院

病床を有する民間病院の「曽我病院」があり、町民の生命と健康を守るため日夜努力いただ

いております。 
 私は、地域の医療を守ることは町の最重要課題であるとの思いから、同クリニックにはこ

れまで同様に損失補てんと医師確保対策としての財政支援を行い、同クリニックの安定経営

に努力してまいります。 
 保健予防事業につきましては、健康の維持には、自らが健康をコントロールするという意

識の醸成が重要なことから、町としても健康づくりの意識を高める事業の推進に積極的に取

り組んでまいります。 
 平成２０年４月より「糖尿病・高血圧症・高脂血症」などの生活習慣病の予防に着目した、



 

特定健康診査及び特定保健指導を４０歳から７４歳までの被保険者に実施することが、各医

療保険者に義務付けられたことから、国民健康保険加入者に対して受診率の向上を図るとと

もに、重篤な病気になる前段階のメタボリック症候群の該当者やその予備軍を早期に発見し、

必要な保健指導及び栄養指導を引続き行ってまいります。 
 また、町民の健康の保持・増進及び疾病予防、介護予防を図るため、町保健師及び栄養士

を活動の中心として「栄養・食生活」「運動」を重点に健康教室や健康相談活動などの各種保

健事業や予防接種、各種がん検診を実施し、「病気にならない、病気にさせない」という視点

で疾病予防・健康づくりを推進してまいります。各種事業の実施にあたっては、各自治会、

協力組織等との連携・協働を図りながら、地域ぐるみの健康づくり活動を推進してまいりま

す。 
 母子保健事業におきましては、昨年度から妊婦健診に対する公費助成を１４回に拡充して

実施しておりますが、本年度も引続き負担の軽減と母体や胎児の安全確保に努めてまいりま

す。 
 また、安心して出産し、ゆとりをもって子育てができるように、産前・産後を通じて各種

の訪問指導や教室等の事業を実施してまいります。 
感染症予防のための費用助成についてでありますが、本町では、季節性インフルエンザワク

チンの予防接種については、１歳以上就学前の幼児と６５歳以上の高齢者を対象に接種費用

の一部助成を行っておりますが、昨年度は、新型インフルエンザワクチンの接種についても、

費用の全額又は一部の助成を行ってきたところであります。 
本年度も季節性インフルエンザについては継続して実施してまいりますが、新型インフルエ

ンザの対応につきましては、まだ国の対応策が固まっておりませんので、決まり次第、改め

てご協議をさせていただきます。 
近年は、高齢者や乳幼児等の肺炎罹患や髄膜炎など、各種の感染症が心配されておりますが、

罹患の低減を図るとともに、万一発症した場合においても、その病状の重篤化を防止するに

は、ワクチンの効果が非常に高いとされております。  
このようなことから、現在、任意接種とされている予防接種のうち、７０歳以上の方々を対

象とした肺炎球菌ワクチンの予防接種費用の一部助成を行うとともに、就学前の乳幼児に対

しましては、おたふく風邪ワクチン、水疱瘡ワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン及びヒブワ

クチンの接種費用についても一部助成を行ってまいりたいと考えております。 
子育て支援につきましては、未来を担う子ども達を健やかに育てることが大切でありますの

で、「児童センター」「子育て支援センター」「保育所」を拠点に、子どもを育てる親の多様な

ニーズに対応したサービスの提供を図るとともに、児童の健全育成に努めてまいります。 
 子育て家庭につきましては、育児不安に対する相談や情報交換の場、親子のふれあいの場

として、湧別地区と上湧別地区の「子育て支援センター」を拠点として各種事業を行ってま

いります。 
 児童福祉につきましては、湧別地区と上湧別地区の「児童センター」を拠点に児童の健全

な遊びの場を提供し、その健康を増進するとともに情操を豊かにするための各種事業を行っ

てまいります。 



 

 保護者が昼間家庭に居ない児童につきましては、引続き湧別地区と上湧別地区の「児童セ

ンター」内で「放課後児童クラブ」を開設し、適切な遊びと生活の場を提供し児童の健全育

成を図ってまいります。 
 また、「子どもの居場所づくり事業」として湧別地区において芭露小学校内で開設しており

ます「芭露児童会」、上湧別地区において農村環境改善センター内で開設しております「ちび

っこ広場児童クラブ」、開盛保育所内で開設しております「わくわくキッズ児童クラブ」につ

きましては、「安心で安全な遊びと生活ができる場所」として、今後においても継続してまい

ります。 
保育所につきましては、子育て支援にはなくてはならない施設でありますので、湧別・芭露・

上湧別・中湧別の「常設保育所」と開盛の「ヘき地保育所」を維持し、子育て家庭を支えて

まいります。老朽化が著しい開盛保育所につきましては、本年度、外壁と屋根の塗装を行い

施設の補修を行ってまいります。 
 また、本年度から国において中学校修了までの児童を対象として実施される「子ども手当」

の支給について、本町においても予算を計上し、子育て家庭への経済的な支援を行ってまい

ります。 
 



 

ǔǓǋǯἶǺșẎўǲǠȒȅǨǬǖȑ

  
 教育を取り巻く環境は、社会の激しい変化とともに大きく変わり、子どもたちの学力や学

習意欲の低下、社会性や規範意識の欠如、家庭や地域の教育力の低下などを背景に、非行や

いじめ、不登校などの問題行動、年々劣悪化する青少年の犯罪、家庭での児童虐待など多く

の課題を生み出しています。 
このような中で、お互いを尊重しながら、相互に支え合えるような子どもたちを育んでいく

上から、さらにはすべての子どもたちの未来を保障するためにも、充実した教育環境づくり

の取組みを進めることが極めて重要であります。 
また、将来の予測が困難な社会情勢のなか、町民が充実した生活をおくるためには、生涯を

通じて豊かに学び、学んだ成果を生かすことのできる生涯学習の環境づくりを進めていくこ

とが大切であります。 
 これらを踏まえ、教育委員会においては、教育行政の説明責任や課題解決に向けた指導力・

行動力を発揮してもらい、私としても教育委員会と協議しながら、自立・協働・創造する人

づくりや地域特性を生かした教育環境の充実に努めてまいります。 
 学校教育につきましては、可能性を秘めた児童生徒の育成は私たちの責務であり、「確かな

学力」「豊かな心」「健やかな体」の調和による「生きる力」の育成と教育環境づくりを進め

るため、学校と家庭、地域社会が教育に対する熱意と希望を共有し、力を合わせて取り組ん

でまいります。 
学校教育の成果は、教職員の力量に負うところが大きいことから、教職員の研修の場である

学校教育推進協議会への補助や研修機会の拡充に努め、専門的な知識・技能や豊かな人間性

など教職員の資質能力の一層の向上を図ってまいります。 
 特別支援教育につきましては、特殊教育対象の障がいだけでなく、発達障がいのある児童

生徒の自立や社会参加に向けて、その一人ひとりの教育的ニーズを把握して、生活や学習上

の困難さを改善又は克服するために、適切な教育や指導を通じて必要な支援を行うものであ

り、普通学級に通う障がいがある児童生徒への個別の支援の充実が強く求められています。 
 このことから、本年度は１名増員の５名の特別支援員を配置するとともに、教職員の共通

理解を深め、特別支援学校をはじめ、教育関係機関と連携を図りながら、障がいがある児童

生徒の教育の充実に努めてまいります。 
 学校施設では、安全で安心な教育環境整備のため、昨年度の国の補助により上湧別小学校

耐震改修等の工事を実施するとともに、教員住宅は、国の公共投資臨時交付金を活用して開

盛小学校及び富美小学校教員住宅８戸の水洗化工事を実施してまいります。また、本年度、

中湧別小学校耐震化等の実施設計を行うこととしました。 
中高一貫教育は、中学校と高校の４校が力を合わせて継続的な教育を展開してまいりました。

合併により、今まで以上の連携とその効果が期待されるところであります。生徒一人ひとり

が自らの手で未来を切り開いていくための力に結びつけるよう、さらに実践と検証を深めて

まいります。 
小中学生をもつ保護者の負担軽減を図るため、営業バスを利用して通学する児童生徒の定期



 

券料金に対して、全額を補助するとともに、小学校児童が自転車に乗った際の交通事故防止

のためのヘルメット購入費に対しても、補助してまいります。また、スキー授業に必要なリ

フト券購入に対して、補助してまいりたいと考えております。リフト券購入の具体的な内容

につきましては、方策がまとまりしだい改めてご協議させていただきたいと考えております。 
給食センターにつきましては、児童生徒の嗜好も加味し、安全で安心な食材を使用すること

を第一に考え、献立の工夫や年齢に見合った分量に配慮するとともに、特に地元の水産物や

農産物を多く取り入れ、おいしくて栄養バランスのとれた給食づくりに取り組んでまいりま

す。 
また、保育所の給食は「地場産品を使用した安全で安心な給食特区」ということで国より正

式に外部搬入が認められており、保育児童に見合った給食の提供に努めてまいります。  
これまで所内調理を行っておりました湧別保育所と芭露保育所の３歳未満児についても本年

度から学校給食センターからの搬入し、提供してまいります。 
社会教育の振興につきましては、すべての町民が生涯にわたって心豊かに生きがいのある充

実した生活をおくることができるように、町民一人ひとりが自主的に活力ある学習活動を展

開するとともに、学んだ成果を地域に生かすことのできる環境づくりに努めてまいります。 
家庭や地域社会を取り巻く多くの課題や問題に対応するため、行政・学校・地域をはじめ各

関係機関等が連携・協力し、町民の学習ニーズに応える教育活動を推進するため、各地域に

おける社会教育施設の充実を図るとともに、学習機会の提供を今後とも支援してまいります。 
自主的・自発的に学習活動を展開する団体等に対して、経費の一部を補助し、学習活動の振

興を図るために生涯学習振興奨励補助事業を積極的に推進してまいります。 
芸術文化活動の振興につきましては、幼児から高齢者に至るまで、それぞれの発達段階に応

じた芸術文化の活動機会を提供し、町民の文化意識を高めるとともに、主体的に展開する文

化活動の支援や特色ある地域文化の振興を図ってまいります。 
優れた芸術作品に触れたときの感動や自ら表現したときの喜びは、人生の生きる活力を生み

出します。 
文化協会をはじめ各文化団体、グループサークル等との連携を積極的に図り、優れた芸術文

化の鑑賞や発表の場を設定するとともに、芸術文化鑑賞機会の拡充に努めてまいります。 
スポーツ活動の振興につきましては、誰もが生涯を通じて、心身ともに健康で充実した明る

い生活を送るため、身近にスポーツに親しむ生涯スポーツ社会の実現が求められております。 
体育協会をはじめ各スポーツ少年団、各スポーツサークル等関係団体と連携を図りながら、

積極的にスポーツ活動を展開するとともに、誰もが手軽にいつでもスポーツができる環境の

整備・充実に努めてまいります。 
図書館活動の振興につきましては、町民の学習要求に対応していくために、積極的に資料を

収集、整理し、情報の提供に努めるとともに、図書館情報システムによる蔵書検索や貸出し

などの充実と小・中・高校への配本事業や移動図書館車の運行を行ってまいります。 
また、誕生した乳児に絵本をプレゼントする「ブックスタート事業」や絵本の定期宅配サー

ビスを昨年に引続き積極的に取組み、地域を支える情報の拠点としての役割を推進してまい

ります。 



 

文化財の保護及び郷土資料の保存につきましては、歴史的風土や生活のなかで培われた貴重

な財産として、文化財の保存・活用に向け、地域の貴重な資源の収集・調査に努めるととも

に、郷土館ボランティアによる展示物の整備等をはじめ、体験学習の機会提供や情報提供を

積極的に展開してまいります。 
ふるさと館 JRY は、郷土の歴史を学ぶ学習施設として、展示資料の拡充に努めるとともに、

町民の身近な歴史学習施設として展示方法の工夫をはじめ、体験学習の充実に努めてまいり

ます。 
 本年は、ニュージーランド・セルウィン町と友好都市の提携をして１０周年を迎えること

から、訪問団の来町が予定 
されております。また、北海道とカナダ・アルバーター州が姉妹提携を結んでから３０周年

を迎えることから、カナダ・ストーニープレインで「カナダ姉妹都市会議」が開催されます

ので、これらに対する経費を計上し、交流を深めてまいります。 
さらに、カナダ・ホワイトコート町及びニュージーランド・セルウィン町へ中高生や一般町

民を派遣し、外国での様々な体験を通して、感受性豊かな人材の育成を図るため、国際交流

事業を推進してまいります。また、友好都市新篠津村との小学生交流事業も継続してまいり

ます。 
 



 

ȆȚǱǵ Ǯ ǖȅǨǬǖȑ

  
わが国の経済は、依然として厳しい状況にあり、景気の先行き不安の高まりや雇用情勢の

悪化、デフレ懸念などの下ぶれリスクが存在しております。本町の税収入は、今後も減少が

続き厳しい財政状況になるものと考えております。 
 このような背景のなか、町の自主財源の根幹となる町税収入につきましては、個人及び法

人町民税全体では前年度よりも約８．７％の減額で計上しております。 
 また、固定資産税、軽自動車税、たばこ税を含めた町税全体としましては、前年度よりも

約３．４％の減額で計上しております。 
納税につきましては、税源移譲後、町税の滞納額が増加している状況にあります。このよう

なことから、税負担の公平化を確保するため、積極的な滞納者宅の訪問やきめ細かな納税相

談の実施や徴収体制の強化を図り、悪質な滞納者や高額滞納者に対しては引続き差押えなど

厳しい姿勢で臨むとともに、納税者のさらなるご理解とご協力をいただき、収納率の向上に

向けて努力してまいります。 
新町が一体感をもって発展していくためには、両地区の住民が相互に理解し連携していくこ

とが大切であります。 
 そのためには、広報・広聴活動が重要となってきますので、本年は新しい湧別町を広く理

解していただくため町勢要覧を作成するほか、広報やかわらばん、ホームページなど、町の

情報提供体制の充実に努めてまいります。また、全自治会を対象とした「地域づくり懇談会」

や各種団体等との懇談会の開催、町ホームページに開設しております「町長へのご意見箱」

などにより、より多くの町民の皆さまとの対話を重視し、開かれた行政を推進してまいりま

す。 
自治会活動は住民自治の原点であり、行政との良好なパートナーとしての自治会の活動に対

して、引続き支援してまいります。 
 その一環として、湧別地区で実施しております地域住民と行政のパイプ役となる「地域担

当スタッフ制度」を上湧別地区にも拡大し、両者がより身近な関係になるよう制度の充実に

努めてまいります。 
自治会活動の拠点となる町の地区会館等につきましては、すべて指定管理により有効に活用

していただいておりますが、本年度も年次計画に基づき適正な維持修繕を行ってまいります。

また、同じ目的で各自治会が設置しております自治会館につきましては、これまで施設備品

等の整備に対する助成制度がなかったことから、新たに地区会館と同様の助成制度を設け、

支援することといたしました。 
住民サービスの一環としまして、休日につきましても本庁舎と総合支所に日直を配置し、住

民票や印鑑証明書などの発行業務を行っておりますが、その他各種証明書などの発行業務に

つきましても、電話予約により休日交付を実施してまいります。 
 また、長年の懸案でありました戸籍の電算化につきましても、住民サービスの向上と事務

の効率化、滅失の防止の観点から、今回の合併を機に本年一年をかけ実施してまいります。 
 住民自治に基づく自治体運営の基本原則を定める条例「自治体の憲法」といわれる自治基



 

本条例については、その必要性について、仮称「自治基本条例町民検討会」を設置し、町民

の方々による検討をお願いしたいものと考えております。 
 新町の総合計画については、「総合計画審議会」を設置し、合併協議会において確認をいた

だきました、「新町まちづくりビジョン」を基本としながら、平成２４年度から５カ年間の計

画策定に向けて、準備を進めてまいります。 
 社会経済情勢の変化に対応した簡素で効率的な町政を推進するため「行政改革推進委員会」

を設置し、財政面での経費削減・効率化、行政サービスの質の向上を図るため、「最小の経費

で最大の効果」を基本とした「行政改革大綱」を策定してまいります。  
また、新町において策定が必要となる、過疎計画、辺地計画等の各種計画の策定にも取り組

んでまいります。 
昨年から財政健全化判断比率の公表が義務づけられました。新町の一般会計の赤字の程度を

指標化する「実質赤字比率」と町全体としての赤字の程度を示す「連結実質赤字比率」は、

ともに赤字額がない状況となっております。 
また、すべての歳出の公債費の財政負担割合を示す実質公債費比率は、低いほど財政状態が

健全でありますが、本町は、１６．２％であります。また、借入金や将来負担すべき額の残

高の程度を指標化した「将来負担比率」は９．６％であり、ともに早期健全化基準を下回っ

ております。このことから、財政の健全性が確保されていることが、ご理解いただけるもの

と考えております。 
 本年度の地方財政計画においては、「地域活性化・雇用等臨時特例費（仮称）」が創設され

るなどにより、地方交付税が１．１兆円増額となり、臨時財政対策債を加えた「実質的な地

方交付税」は、過去最高の額を確保されたと言われています。 
しかし、公共事業の大幅な削減や「子ども手当」の一部地方負担の導入など地方財政をとり

まく状況は不安定であることから、本年度の地方交付税は、前年度両町合算額に対して２億

１千万円増の４２億２千万円で計上しております。 
また、臨時財政対策債は、前年度両町合算額に対して５千９百万円増の４億１千７百万円で

計上しております。 
合併は、最大の行政改革とも言われ、合併後の数年間、国・道の財政支援等のあるうちに、

持続可能な行財政システムを構築することが必要であります。 
両町は、これまでも集中改革プランなど行財政改革に取り組んでまいりましたが、今後も効

率的な行財政運営に努めてまいります。 
厳しい時代のなかであっても、町民の皆さま一人ひとりがその将来に「夢と希望」を抱き、

この町に生まれて育ったことに自信と誇りをもっていただけるよう、町政を推進していかな

ければなりません。 
私は、町民の皆さまの声を真摯に受け止め、現場主義に徹し、可能な限り皆さまの意見が反

映するよう努力し、個性や特色を活かし、それぞれの地域が魅力にあふれ、均衡ある発展が

なされるよう町政運営に努めてまいります。 
そのためには、私がその先頭に立ち、町職員が一丸となって、住民サービスに徹してまいり

ます。 



 

町民の皆さまには、これまでも町行政に対しましてご協力いただいておりますが、行政と町

民による「協働のまちづくり」の理念のもとに、一層のご理解とご協力をお願いしたいと考

えております。 
 
 
平成２２年度における町政執行と基本的な方針を述べましたが、まとめとして 
  一般会計        ７７億５，７００万円 
  国民健康保険特別会計  １４億５，１６０万円 
  後期高齢者医療特別会計  １億２，４３０万円 
  老人保健特別会計          ６０万円 
  介護保険特別会計     ７億  ７００万円 
  水道事業会計       １億５，７４０万円  
  簡易水道事業特別会計   １億１，０６０万円 
  下水道事業特別会計    ４億５，３６０万円 
   ８会計 合わせて  １０７億６，２１０万円 
 
合併前の両町の当初予算額の合計と比較し、一般会計では、対前年度比１２．５％の減、総

予算では、１０．２％の減となります。  
以上が、本年度の町政執行方針と主な予算の内容であります。 
オホーツクの中央に位置する湧別町は、開拓以来育まれてきた産業や文化、歴史を継承し「人

と自然が輝くオホーツクのまちづくり」を実現するため全力を尽くしてまいりたいと存じま

す。 
どうぞ議員の皆さま並びに町民の皆さまの一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し

上げ、町政執行方針といたします。 


